
令和７年１１月 
 

お客さま各位 
 

広島信用金庫 

 

 

でんさいサービス画面リニューアルについて 

 

 

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

当金庫では、でんさいサービスをより便利にわかりやすくご利用いただくことを目的とし

て、令和７年１２月１日（月）より、下記のとおりサービスご利用画面のリニューアルを実

施いたします。ご利用のお客さまにはお手数をおかけいたしますが、今後もより一層のサー

ビス向上に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

なお、今回の画面リニューアルにともなう、お客さま側での設定変更等の対応は必要ござ 

いません。 

  

 

１．変更日 

  令和７年１２月１日（月） サービス開始時刻より 

 

２．画面リニューアルの概要 

  でんさいサービスで使われる専門用語をわかりやすい言葉に置き換えるとともに、画面 

構成をシンプルでわかりやすいデザインに変更いたします。 

  ※ご利用いただけるサービス内容・機能に変更はありません。 

  ※メニューボタンの配置が一部変更されますが、サービスへのログイン操作および各種 

お取引に関する操作手順に大きな変更はありません。 

 

３．変更内容 

（１）用語変更 

 

現 行  変更後 

債権  でんさい 

債権照会（開示）  でんさいを確認する 

発生記録（債務者請求）  でんさいで支払う 

発生記録（債権者請求）  でんさいで支払依頼をする 

譲渡記録  でんさいを譲渡する 

債務者・債権者  支払人・受取人 

債権金額  でんさい金額 



 （２）画面変更 

    ＜リニューアル後サービストップ画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※変更前後の画面イメージについては、本ご案内付属の【別紙】にてご確認ください。 

 

４．お問い合わせ 

  ＜画面リニューアル全般＞ 

   広島信用金庫 事務部 事務統括課 

   ＴＥＬ：０８２－５０３－０５５１ （平日 ９：００ ～ １７：００） 
   

＜操作に関するご質問＞ 

   でんさいサポートデスク 

   ＴＥＬ：０１２０－７７－１６４０ （平日 ９：００ ～ １７：００） 

   ※電話が繋がりにくい場合は、上記担当部またはお取引店へご連絡ください。 

 

５．その他 

  当金庫ホームページに掲載している「動画案内サービス」について、令和７年１２月１日

（月）午前９時より、画面リニューアルを反映した内容に変更いたします。 

  各種操作方法・お手続き等に関するよくあるご質問について回答を掲載しています。でん

さいについてご不明な点がございましたら、ぜひご参照いただきますようお願いいたします。 

 

以 上 

 



変更前後の画面イメージ 

① サービストップ画面 

＜現 行＞                               ＜リニューアル後＞ 

【別紙】 



 

② サービスメニュー 

＜現 行＞ 

 

 

 

＜リニューアル後＞ 

 

 

 

 

 

 



③操作画面サンプル（債権照会（開示）⇒でんさいを確認する） 
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行 
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